
長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）地区計画 

 

都市計画 パークコミュニティー桜の里地区計画                （平成13年10月 9日） 

 

   名        称 

 
 

 

     パークコミュニティー桜の里地区計画 

 
 

 

   位        置 

 
 

 

     長崎市さくらの里１丁目及び２丁目 

 
 

 

   面        積 

 
 

 

     約 ４７．８ ｈａ 

 
 

 

 

 

 

 区 

 域 

 の 

 整 

 備 

 ・ 

 開 

 発 

 及 

 び 

 保 

 全 

 の 

 方 

 針 

 

 

 

 
 

 

 

 

 地区計画の目標 

 

 

 
 

 

 

  当地区は、長崎市北西部に位置する低層の戸建て専用住宅の建設を目的とした

開発団地である。 

 そこで、地区計画の策定により建築物等の規制誘導を行い、良好な居住環境及

び調和のとれた街なみの創出・維持・保全を図ることを目標とする。 

 
 

 

 

 土地利用の方針 

 

 
 

 

 

  主に良好な低層住宅としての土地利用と、その居住環境の向上を図るため、適

切な規制・誘導を行う。 

  現存する緑地等は極力保全し、自然環境の維持・保全に努める。 

 
 

 

 

 地区施設の整備 

 方針 

 
 

 

 

地区幹線道路・区画道路並びに公園・緑地の機能を損なわないように整備する

とともに、維持・保全を図る。 

 
 

 

 

 建築物等の整備 

 方針 

 

 
 

 

 

建築物及びかき・さくの意匠・形態については、周辺環境に充分留意し、都市

景観の向上に資するものとする。 

良好な居住環境とするために、建築物等の用途及び意匠・形態等について必要

な基準を設定する。 
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  地区の名称  

 
 

 

 

パークコミュニティー桜の里地区 

 
 

 

 

  地区の面積  

 
 

 

 

約 ３４．３ ｈａ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 建 

 
 

 築 

 
 

 物 

 
 

 等 

 
 

 に 

 
 

 関 

 
 

 す 

 
 

 る 

 
 

 事 

 
 

 項 

 
 
 
 
 
 

 

 地区の細区分 

 の名称及び 

 面積 
 

 

  住居専用地区 
 

 

         約 ２８．５ ｈａ 
 

 

  住 居 地 区  
 

 

         約  ５．８ ｈａ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 用途の制限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 住 

 

 居 

 

 専 

 

 用 

 

 地 

 

 区 

 
 
 
 

 

 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 

（１） 住宅（長屋は除く） 

（２） 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののう

ち、建築基準法施行令第１３０条の３に定めるもの 

（３） 診療所 

（４） 集会所 

（５） 巡査派出所・公衆電話所、その他公益上必要な建築物 

（６） 前各号の建築物に付属する建築物で軒の高さが２.３ｍ以下で、か

つ、床面積の合計が５㎡以内の平家建て物置、又は、軒の高さが 

２.５ｍ以内で、かつ、床面積の合計が５０㎡以内の自動車車庫等 

 

 

 

 

住 

 

居 

 

地 

 
区 

 
 
 

 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 

（１） 住居専用地区の各号に掲げるもの 
（２） 共同住宅及び長屋 
（３） 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築

基準法施行令第１３０条の５の２に定めるもので、その用途に供す
る部分の合計が１５０㎡以内のもの 
（３階以上の部分を当該用途に供するものを除く） 
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建築物の延べ 

面積の敷地面 

積に対する割 

合の最高限度 
 

 

 

８／１０ 

 

 

 

 建築物の建築 

 面積の敷地面 

 積に対する割 

 合の最高限度 
 

 

 

５／１０ 

 ただし、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は１／１０を加 

えた数値とする。 
 

 

 建築物の 

 敷地面積の 

 最低限度 
 

 

 

 １８０㎡ 

 
 

 

 
 
 

 建築物の壁面 

 の位置の制限 

 
 
 
 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、１ｍ以

上とする。ただし、次の各号の一に掲げるものにあっては、この限りでない。 

 

（１）外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分

が、次のア又はイに該当するもの 

   ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

   イ 軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡ 以内である物 

置その他これに類するもの 

（２）床面積の合計が５０㎡ 以内である自動車車庫等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  建築物の 

  高さの 

  最高限度 
 

 

 
（１） 建築物の高さは１０ｍ以下とする。 
（２） 建築物の各部分の高さは、建築基準法第５６条による第一種低層住居

専用地域の規定を適用する高さ以下とする。 
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建築物等の 

形態又は意匠 

  の制限 

  

（１） 屋根、外壁及びかき・さくについては落ち着いた色彩とし、地区の環境

に調和したものとする。 

（２） 敷地境界又は道路境界上に造成された石積み及び石段等は、当該住宅用

地の造成工事の完了時における意匠・形態を保全するものとする。ただ

し、人又は車の進入上やむを得ず行う場合は、この限りでない。 

（３） 建築物又はスラブ等の工作物及び看板等は、法面内に突き出して建築

し、又は建設してはならない。 

（４） 敷地内及び建築物に、看板、ネオンサイン等の広告物を設置してはなら

ない。ただし、事務所又は店舗等で自己の広告のためのもので、高さ４

ｍ以下、表示面積５㎡以下のものは除く。 

 
 
 

     備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「区域は計画図表示のとおり」 
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